
岐阜県留置施設視察委員会条例の施行期日を定める規則

［制定平成１９年６月１日岐阜県公安委員会規則第７号]

(原文は縦書き)

岐阜県留置施設視察委員会条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成１９年６月１日

岐阜県公安委員会

委員長 小 川 信 也

岐阜県公安委員会規則第７号

岐阜県留置施設視察委員会条例の施行期日を定める規則

岐阜県留置施設視察委員会条例(平成１９年岐阜県条例第２８号)の施行期日は、平成

１９年６月１日とする。


